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４．友だちいっぱい、保育園���
◎保育園への入園　（福祉課子育て支援係）
　保護者及び同居の親族などが、就労により家庭で保育出来ない場合に、保護者の方に代わって
お子さんを保育します。
　☆保育時間
　　　①開所時間　　　　　午前７時～午後７時
　　　②保育短時間　　　　午前８時～午後４時
　　　③保育標準時間　　　午前７時～午後６時
　☆新入園の保育時間について

　お子さんが集団のリズムに慣れるまでには心身面での緊張の日々が続き、様々な問題が出
てきますので無理なく新しい生活に慣れるように「慣らし保育」をしております。（保育時間
は少しずつ延ばしていきます。ただし、個人差があります。）

　☆入園に必要な書類
　　　①役場福祉課子育て支援係に備え付けの支給認定等申請書
　　　②就労証明書
　　　③就業していない場合は保育の必要性の事由申出書
　　　※支給認定等申請書提出の際は保護者の個人番号・提出者の身分証明が必要です。
　☆保育料
　　　保育料は、保護者の町民税の所得割額や児の年齢により異なります。
　　　ひとり親世帯、第２子以降の児童の入園の場合など、いろいろなケースで保育料が軽減さ
　　れる場合があります。　
　　※より安心して子育てをしていただくため、従来からの保育料３０％軽減に加え、平成２９
　　　年度からは、多子軽減の所得要件と年齢要件を撤廃しております。

◎双葉保育園のサービス
一時保育 　保護者の方の仕事・傷病・入院・育児疲れなど一時

的に家庭における育児ができない場合、前日までの申
込で、満１歳以上のお子さんをお預かりします。
　希望者は、役場福祉課に備え付けの申込書にご記入
ください。
　急用により、当日に一時保育が必要になった方は、
直接保育園に申し込みください。

双葉保育園
　☎６２－４２５４

延長保育 　保護者の仕事の関係で、時間までに迎えに来られな
い場合、午後７時までお子さんをお預かりします。
　希望者は、役場福祉課または保育園に備え付けの申
込書がありますのでご記入ください。

障がい児保育 　平成２８年度より障がいを持ったお子さんの受入を
実施しております。

育児相談 　土日祝祭日、年末年始を除く毎日午後３時から４時
３０分まで、育児相談を行っています。

給食費無料化 　子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。
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◎この他にもこんな行事や事業があります。
むし歯予防教室 　年２回、保育園児を対象にむし歯についてのお話や

歯垢染め出し、ブラッシング指導を行っています。
福祉課

保健予防係
　☎６２－２２２２

食育 　月１回、栄養士が保育園に来て、保育園児を対象に
食べ物の働きについてお話しをし、希望の保護者に栄
養相談を行っています。また年１回調理体験を行って
います。

英語で遊ぼう！ 　中学校在籍の英語指導助手が、月１回、園児が英語
に親しむためのゲームを中心とした体験活動を行って
います。

双葉保育園
　☎６２－４２５４

高齢者との交流 　保育園の菜園を通して苗植えや、収穫祭などを行っ
たり、敬老会や老人レクリエーション大会でお遊戯を
披露したりと、様々な交流を行っています。

フッ化物洗口 　むし歯予防のため永久歯が生えだす保育園年長児
（希望者）を対象にフッ化物によるブクブクうがいを
保育園で行っています。（平成２９年度から対象を４
歳まで拡大しています。）　

保育園ステップア
ップ

　毎日２０分程度、年長児が小学校生活に備え、遊び
を通して学びに慣れ親しむ時間を設けています。

５．もうすぐ小学生�
就学相談 　翌年度に小学校入学予定のお子さんを対象に、就学

相談を行っています。学習面や運動面など就学に向け
て心配をされている保護者の方は、お気軽にご相談く
ださい。

教育委員会
学務係

　☎６２－２８８１

就学時健康診断 　毎年９月中に小学校入学予定のお子さんのご家庭
に、就学時健康診断のお知らせをします。１０月に健
康診断を実施し、入学前のお子さんの心身の状態を把
握します。

就学通知 　毎年１月中に小学校入学予定のお子さんに、就学通
知書をお送りします。小学校から入学式に関すること
等のご案内をします。

新入学児童１日入
学

　毎年２月に小学校入学予定のお子さんに、学校生活
を体験してもらうとともに、保護者説明を行います。
１月の中旬に小学校から案内があります。

中央小学校
　☎６２－２０５０

麻しん風しん（第
２期）予防接種

　翌年度に小学校入学予定のお子さんを対象に、麻し
ん風しん（第２期）の予防接種を行います。対象者に
は４月に個別通知しています。

福祉課
保健予防係

　☎６２－２２２２
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６．学校に通うようになったら ���
放課後子ども教室 　小学生を対象に、安全に安心して活動できる子ども

たちの居場所を確保し、地域の協力を得ながらスポー
ツ体験や学習を行っています。

教育委員会
　　　学務係
　☎６２－２８８１

公設学習塾開設 　小学５・６年生及び中学１～３年生を対象に町営の
学習塾を開設し、月に２回程度指導します。
　教材費のみ個人負担となります。

転校の手続き 　転校に伴う住民票の異動をされた場合は、必要な書
類を交付しますので、在籍する小中学校または教育委
員会にご連絡ください。

就学援助 経済的な理由により、就学が困難と認められる児童
生徒の保護者に対し、学用品費、給食費、医療費（東
鶉歯科診療所のみ）、体育実技用具費（スキー）、修学
旅行費を扶助する制度があります。

フッ化物洗口 　むし歯予防のため、希望する小学生を対象にフッ化
物によるブクブクうがいを小学校で行っています。

ことばの教室
　　　交通費助成

　ことばの教室への通級者に対して、交通費を助成し
ています。

中学生各種検定料
　　　　　　助成

　英語・日本語・数学検定の検定料を助成しています
（各科目１回のみ助成）。

小中学校教材費
　　　　　　助成

　各学校の保護者負担を要する教材費を半額助成し、
保護者の負担を軽減しています。

小学校夏休み
合宿ゼミ

　小学４～６年生を対象に、民間学習塾の講師を招い
て、夏休み期間に１泊２日で実施しています。

小中学校のＩＣＴ
化

　小中学校にタブレット型端末を２４台ずつ設置し授
業に活用しています。

芸術鑑賞 　質の高い文化に触れることで情操を養い、自主性と
創造力を育むため、児童・生徒自ら企画・立案した児
童生徒芸術鑑賞事業を実施しています。

学校教育の推進 ・スキー授業バス借上、リフト代町費負担。
・中学校部活動各種大会参加費補助。
・学校健康会負担金。

学校給食費助成 　児童生徒の給食費を半額助成し、保護者の負担を軽
減しています。

学校給食加工賃等
助成

　給食に係るパンと米飯の加工賃を助成し、保護者の
負担を軽減しています。

小学校修学旅行助
成

　修学旅行に係るバス借上料、高速道路使用料を全額
助成しています。

中学生修学旅行
　　　　　　助成

　上砂川町の母村である福井県福井市鶉地区への修学
旅行費の一部を助成しています。
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奨学資金の貸付 　高校に進学する際は月額最大１万円を、大学等の場
合は同５万円を、また、入学奨学金として最大５０万
円までの貸付を無利子で行っています。
　詳しくは広報１月号をご覧ください。 教育委員会

　　　学務係
　☎６２－２８８１

高校就学費等助成 　高校に通学する子どもを持つ保護者の経済的負担を
軽減するために年間５万円助成しています。

小中学校卒業アル
バム助成

　卒業アルバム購入代金の一部を助成し、保護者の負
担を軽減します。

二種混合予防接種 　小学６年生を対象に、二種混合（ジフテリア・破傷風）
の予防接種を行います。対象者には４月に個別通知し
ています。

福祉課
　　保健予防係
　☎６２－２２２２

子宮頸がん予防
　　ワクチン接種

　小学６年生から高校１年生の女子（標準接種は中学
１年生）を対象に予防接種を行います。詳細は町広報
６月号に掲載しています。

子どもの生活習慣
病予防健診

　小学５年生から中学３年生を対象に健康診断を行い
ます。対象者には６月に個別通知しています。

◎小学生を対象に次のような事業を行っています。
絵本 ＤＥ コッコロ 月１回土曜日に絵本の読み聞かせを交えた、いろい

ろな体験活動を行っています。夏休み・冬休みにはス
ペシャル版もあります。

教育委員会
　社会教育係
　☎６２－２８８１グッドいんぐりっ

しゅ
　中学校在籍の英語指導助手が、月１回程度土曜日英
語に親しむためのゲームを中心とした体験活動を行っ
ています。

スーパードッジボ
ール大会

　小学生を対象とした大会を行っています。

全町子ども祭 　子どもたちが考えて、大人がサポートする楽しいお
祭りを行っています。

小学生スポーツ教
室

　夏休みに水泳教室を行います。

きっずキッズクッ
キング

夏休みや放課後などにお菓子づくりや料理教室を行
っています。 福祉課

　　保健予防係
　☎６２－２２２２

食育親子料理教室 小学生と保護者を対象に楽しくバランスのよい料理
の体験を行っています（幼児の親子も対象としていま
す）。

※小中学生が遊べる公共施設
東鶉児童館

（☎６２－２４５７）
　小学生の居場所としての児童館は、平日は午後１時
から午後６時まで、土曜・祭日及び学校の休校日は、
午前８時から午後６時まで利用できます。
　午後３時から午後５時までは、児童厚生員を増員し、
子どもたちの安全に配慮しています。

福祉課
　子育て支援係
　☎６２－２２２２
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体育センター
（☎62-5225）

　午前９時から午後５時まで利用できます。父母同伴
であれば午後８時４５分まで利用できます。 （小中学生
無料）

教育委員会
　社会教育係
　☎６２－２８８１

７．近隣の習い事情報�
　上砂川町では、ピアノなどを個人が教えているところがあります。
　砂川でも、学習塾・英語・ピアノ・野球・サッカー・剣道・バレエなどを教えるところがあります。
詳しいことをお知りになりたい方は、子育て支援係にお問い合わせください。

８．各種手当一覧
　所得制限など受給条件があります。また、内容について変更になることがありますので、担当
窓口にお問い合わせ願います。

名　　称 対象者 申請に必要なもの 担当窓口

児童手当（再掲） 　中学生までの子どもが
いる保護者などに支給さ
れます。

子どもの保険証・世帯主
の通帳と印鑑・保護者の
個人番号・身分証明。
転入された方は、１月１
日現在居住地の所得証明
書が必要になります。
●３歳未満…１万５千円
●３歳～小学校卒業まで…
１万円（うち、第３子以降
は１万５千円）
●中学生………１万円
●所得制限世帯…５千円

福祉課
　子育て支援係
　☎６２－２２２２

児童扶養手当 　父母の一方又は両方が
いない１８歳未満の子ど
もがいる方、公的年金を
受給されていても年金額
が児童扶養手当額よりも
低い方は、差額分の児童
扶養手当額を受給できる
ようになりました。

所得、扶養人数に応じて
手当額が決定。
第１子 ４２, ５００円

（42,490～10,030円）
第２子 １０, ０４０円

（10,030～5,020円）
第３子以降 ６, ０２０円

（6,010～3,020円）
が手当額に加算されます。

（　）内金額は一部支給該
当者に適用されます。
印鑑・通帳・児童扶養手
当用の所得証明書・住民
票・戸籍謄本が必要にな
ります。

（保護者とお子さんの個人
番号・保護者の身分証明）
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特別児童扶養手当 　 心 身 に 障 が い が あ る
２０歳未満の子どもがお
り、要件を満たしている
方。

１級～５１，４５０円
２級～３４，２７０円
診断書・戸籍謄本・住民票・
印鑑・預金通帳。（保護者
とお子さんの個人番号・保
護者の身分証明）

福祉課
　子育て支援係
　☎６２－２２２２

障がい児福祉手当 　２０歳未満であって心
身に法令で定められた基
準の重度の障がいにある
ため、日常生活において常
時介護を必要とする程度
の障がいのある在宅の方。

手当（月額）～
１４，６５０円

診断書・戸籍謄本・住民票・
印鑑・預金通帳。

（保護者とお子さんの個人
番号・保護者の身分証明）

福祉課福祉係
　☎６２－２２２２

９．医療費助成等の制度一覧
インフルエンザ
ワクチン接種
費用助成

町独自事業で高校生以下・妊婦に対して費用を全額
助成しています（指定医療機関あり）。

福祉課
　保健予防係
　☎６２－２２２２

高校生以下
医療費助成

（再掲）

対　　象…町内在住で高校生（18才）までの子ども
助成内容…町内外の入院・外来（調剤含む）の医療費
　　　　　を助成します。
※町外での入院・外来は、一旦現金で支払っていただ
　き、後日、指定口座に振り込みいたします。
※医療保険適用分

住民課
　医療保険係
　☎６２－２２２０

ひとり親家庭
　　　医療費助成

（親）２０歳未満の子を扶養・監護
（子）上記に扶養・監護されている２０歳未満の子ど
　　 も
※所得制限により受給できない場合があります。
助成内容…父母の入院及び外来・子どもの入院及び外
　　　　　来を助成します。
※ただし、父母の外来は一旦支払をしていただき、後
　日指定口座に振り込みいたします。

重度身障者
　　　医療費助成

　身体障がい者手帳１級・２級・３級（内部障がい）
の方、療育手帳Ａの方、精神障がい者保健福祉手帳１
級の方を対象に医療費を助成します。
　但し、精神障がい者保健福祉手帳１級の方は、外来
医療費のみ対象。
※所得制限により受給できない場合があります。

乳幼児医療費助成 対　　象…町内在住で小学生（１２才）までの子ども
助成内容…未就学児：入院・外来（調剤含む）に対する
　　　　　　　　　　医療費を助成します。
　　　　　小 学 生：入院に対する医療費を助成しま
　　　　　　　　　　す。
※所得制限により受給できない場合があります。
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10．発達に心配のあるお子さんへの支援
巡回児童相談 　児童の養育・非行・発達・しつけ・不登校・心身障

害がいなどの不安に対し、相談を岩見沢児童相談所の
児童福祉司・判定員が相談に乗ってくれます。（年２
回7/5・11/15実施）

福祉課
　子育て支援係
　☎６２－２２２２

砂川市子ども
　　通園センター
☎５４－３０４５

　心身の発達や成長に遅れや心配のあるお子さんや保
護者に対し、関係機関と連携しながら、必要な療育指
導・相談・援助を行います。
　※利用に当たっては、一部費用が発生する場合があ
　　ります。 福祉課福祉係

　☎６２－２２２２
家族支援体制支援

（ペアレントメン
ター）

　発達障がいのあるお子さんを持つ親の不安や悩みを
軽減し、子どもに適切な治療を提供するため、同様に
障がいのある子どもを育てた経験をもとに相談相手と
なる親（ペアレントメンター）の派遣を行います。

11．町内の病院及び近隣の小児科
１．町内の病院

病　　院　　名 住　　　　　　　　　　　所 電話番号

上砂川町立診療所 上砂川町本町北２丁目１－５ ６２－４０８８

勤医協上砂川診療所 上砂川町東鶉南１条１丁目１－５ ６２－２２０４

東鶉歯科診療所 上砂川町東鶉北１条３丁目１－１ ６２－３３６８

２．近隣（砂川市・滝川市）の小児科

病　　院　　名 住　　　　　　　　　　　所 電話番号

砂川市立病院 砂川市西４条北３丁目１－１ ５４－２１３１

滝川市立病院 滝川市大町２丁目２－３４ ２２－４３１１

明円医院 砂川市空知太東１条３丁目１番１４号 ５３－２１００



－ 13 －



－ 14 －

　この冊子の内容に対し、お気づきの点や、子育て
支援に関するアイデア・ご意見等ございましたら、
役場福祉課 子育て支援係までお知らせいただける
と幸いです。

（☎６２－２２２２　内線３１９）


